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同姓同名・同じ誕生日…別人の50万差し押さえ

茨城県筑西市は16日 、市内の住民税 (市民税、県民税)滞納者の財産を差し押さ

える際、誤つて県外在住の別人の定期預金約50万円を解約じ引き落としていたこと

を明らかにした。

滞納者と同姓同名、同じ生年月日だつたが、住所が違うにもかかわらず、市が本人

確認を怠つたのが原因だという。市が損害賠償として19o万円を支払うことで和解に

合意した。

市によると、滞納者は2009～ 11年度の住民税約60万円を滞納。市が、金融機

関などに滞納者の財産を照会したところ、銀行に定期預金約50万円があると回答

があり、別人と気付かないまま12年 8月 、国税徴取法に基づき定期預金を差し押さ

え、13年 2月 の満期を待つて全額を引き落とした。本来の滞納者には、文書などで

何度も督促や通知をしたが、連絡が取れないままだった。

13年 7月 、定期預金を解約された別人の家族が銀行に問い合わせ、別人と判明し

た。市は、7月のうちに還付加算金を含む51万20oo円を返還している。

記者会見した同市の須藤茂市長は「(定期預金の)名義人や家族、市民に多大な

迷惑をかけ申し訳ありませんでした」と陳謝し、担当職員らの処分を検討する考えを

示した。

(2014年 1月 17日 12時 42分 読売新聞)


